
発令 登下校 電話連絡
有無 判断 （連絡網）

な　し

・ 連 絡 網 は 使 用 し な
い。
・学校への問い合わせ
も　　　　しない。
※児童の生命の危険
にかかわる場合を除
※学校の電話は、各
機関との連絡に確保さ
れる。

暴風

大雪

大雨

洪水
暴風

大雪

大雨
洪水

登校 学校再開
中止 まで休業

とする。

ただちに児童引き取
りのため

打ち切り

保護者は、各教室へ
向かう

児童は

安全避難後

原則として

平常日課

緊急時の対応について
〔１〕風・水・雪害時（神奈川県東部地方または横浜・川崎午前7時の予報）

学校の対応

・登下校の安全確認
・給食物資の搬送

種
別

種類 授業 給食

登
校
中

警
報

全市
一斉中止

午
前
７
時
の
時
点
で

各
警
報
・
注
意
報
が
発
表
ま
た

継
続
中
の
場
合

暴風
大雪

大雨
洪水

暴風
大雪
大雨
洪水

原則として

実施

出欠
席

注
意
報

時
間

発令状況 家族の対応

自
然
災
害
な
ど
の
不
可
抗
力
に
よ
り
非
登
校
や
遅
刻
の
場
合

は

、
欠
席
・
遅
刻
の
扱
い
に
な
ら
な
い

学校長の最終判断

（判断の主な根拠）

自
宅
待
機

臨時に
休校

在
校
中

警
報

発
表
開
始

ただちに授業時間を繰り上げ、下校措置を行う
各学級家庭数連絡網により下校連絡をする。

家庭及び学校の対応は、下記に準ずる。

注
意
報

出
席
扱

ただちに下校させた方が安全と学校長が判断した場
合、
各学級家庭数連絡網により下校の連絡を行う

下
校
時
刻
の
変
更

、
給
食
実

施
の
有
無
に
つ
い
て
は
学
校

長
が
判
断
す
る

。

通
学
路
の
状
況
を

よ
く
確
か
め

待
機
ま
た
は
登
校

普
通
登
校

場
所
に
よ

っ
て

保
護
者
が
判
断

・その他の状況

上記に準ずる

保護者は可能な限り、出か
けることを控え、下校に対応
できるようにする

〔下校方法〕

同じ方面同士の友達と下校
し、職員は学区内の危険箇
所に立ち、安全指導する

〔2〕大規模地震発生時
発
生
後

登
校
前

学校からの連絡は
無い

中　止

在
校
中

中　止



教室待機

〔3〕その他不審者出没や、台見など急接近時の俣護者による引き取り
★通常下校では安全確保が困難な場合は、保護者が引き取る場合もある。
　 その場合は、学級の家庭数連絡網で伝えることとする。

在校中　暴風・大雪警報が発表された場合

その他、下校を繰り上げる場合の対応

　　　　　　 学校から担任を経由し、
各学級の『家庭数連絡網』により、

   保護者が在宅か確認の電話をする。

　　　　→最後まで連絡が回ったことを（不在も含め）学級委員が確認した時、
　　　　　　下校を開始します。

　　　　→児童の保護者が不在の場合は、原則として学校に当該児童を留め
　　　　　　置き、保護者の緊急連絡先に連絡し、保護者は学校まで引き取り
　　　　　　に行きます。

確　認

　　　　　暴風警報か、大雪警報が午前7時現在、
　　　　　神奈川県東部地方または横浜、川崎に
　　　　　発表されている場合、学校からは連絡せ
　　　　　ず、自動的に休校となる。






